
【入札参加資格申請書記載要領：島外建設工事】

・　黄色塗箇所に入力の上作成すること。

・　当該審査票の「提出の有無」欄には，提出した書類の箇所に「○」を記載し，提出を要しない書類の箇所には何も記載しないこと。

・　書類については番号順にファイルに綴じること。

・　委任状においては、本店が契約締結営業所の場合は提出不要。

・　経営事項審査に関連する書類について

　①直近で審査を受けた書類の写しを添付すること。

　②対象となる審査基準日(定期申請)：令和6年7月1日～令和7年6月30日までのものとする

　③対象となる審査基準日(随時申請)：申請日の直前に受けたものであって、かつ、申請日から遡って１年７か月以内の日を基準日

　とするもの

・　労災保険料納入証明書について，本人・家族・夫婦のみで経営しており，労災保険料納入の実績がない場合は，申立書を提出すること。

・　雇用保険の加入がわかる書類については下記のとおりとする。

　①雇用保険料納入証明願

　②雇用保険適用事業所設置届（ハローワークの受付印のあるもの）の写し

　 ※新規加入の事業所の場合に限る。

　③その他これらに準ずる書類

・　建設業退職金共済事業加入・履行証明書

　①建退共に加入しているが履行がないといった理由で加入・履行証明書の提出が出来ない場合は，共済契約者証の写しを添付すること。

　②専門工事業者で常勤役員・常勤役員のみで施行している場合は，申立書等を提出すること。

　③上記以外で証明書の提出が出来ない場合は、その他これらに準ずる書類を提出すること。

・　消費税納税証明書（その３）は，消費税及び地方消費税に未納がない旨の証明を受けること。個人については「その３の２」，法人について

　は「その３の３」の証明書で可。直近概ね1ヶ月以内のものの原本を提出とすること。

・　各種証明書関係は直近の納入状況がわかるものを提出すること。

※但し、各種納税・納付証明書については直近概ね１か月以内のものを提出とすること。

労災保険料納入証明書・納税証明書・消費税納税証明書(その2、その3関係)・商業登記簿謄本(法人)・住民票等(個人)等の書類

※上記納税・納付証明書等以外のものについては写しでも可。







新規 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所属等： Mail：

継続 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書類作成者連絡先　　　氏名：　　　　　　　　　　　　 電話番号：　　　　　　　　　　　

※ 標題『令和８・９年度入札参加資格申請』と会社名等をファイルの表面及び背面に記入し、本様式順に綴じること

審査・書類一覧票：建設工事（当該様式）

建設工事入札参加資格審査申請書

技術的適性等に関する事項　技術職員数等名簿

直前２年の各事業年度における工事施工金額

工事経歴書（直前2年分）

契約締結営業所及び鹿児島県内の営業所に関する届

委任状

自己及び自社の役員等の名簿

経営事項審査申請書（表2枚） ※直近の審査を受けた最新のもの(基準日のわかるもの)

経営事項審査結果表（県知事許可分） ※直近の審査を受けた最新のもの(基準日のわかるもの)

建設業許可書　※直近で許可を受けた最新のもの

労災保険料納入証明書 ※ 納入実績のない場合は別紙申立書を添付すること （証明先：労働基準監督局・署）

雇用保険加入に関する証明書

建設業退職金共済事業の加入・履行証明書

消費税納税証明書（「その３」：未納がない旨の証明） （証明先：税務署）

（法人）商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）

（個人事業主）事業主の住民票または身分証明書の写し

入札参加資格の審査・書類一覧票（島外に本店を有する者）：建設工事

受付番号： 　　

提出の
有 無

番号 内　　　　　　容
※徳之島町確認欄

（記載不要）

フ ァ イ ル の 綴 じ 方

1

○

2

○ （ 様 式 1 ）

○ （ 様 式 2 ）

○ （ 様 式 3 ）

○ （ 様 式 4 ）

○ （ 様 式 5 ）

○ （ 別 紙 ）

○ 3

○ 4

○ 5

○ 6

○ 7 ※雇用保険については，雇用保険料納入証明書等の加入がわかる書類を添付

○ 8

○ 9

○
10

※ 国の登録を受けて

新規申請の場合は、「新規」、過去に町の入札参加資格を有してい
る場合「継続」にチェックすること。

提出するものに○
をつけること。

申請内容の確認，修正等の連絡をするため，
担当者の連絡先等を記入すること。
























